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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

貨物軽自動車運送事業の実態調査結果について

令和5年5月16日

国土交通省 自動車局

資料３



貨物軽自動車運送事業にかかる実態調査結果

【調査対象】
首都圏、近畿圏の貨物軽自動車運送事業者（10,000者）を対象に、WEBアンケートを実施
※2割弱は、住所不明などにより不達
調査期間：令和5年３月から1か月程
有効回答数：772者

【調査概要】
首都圏、近畿圏の貨物軽自動車運送事業者の中から、個人事業主を無作為に抽出し、輸送実態のほか、荷主による
違反原因行為（無理な配送依頼など）の有無や貨物自動車運送事業法に基づく働きかけ制度の認知度などについて
聴取し、データの整理・分析を実施

○調査項目
事業者の概要（氏名、住所、年齢等）、事業形態、取引先の概要、１日当たりの平均取扱量、平均月収、 法令
遵守状況（酒気帯びの確認等運行管理の実施状況、点検整備の実施状況、拘束時間、休息期間等の遵守状況、
労働環境（1週間当たりの労働日数、1日当たりの労働時間）、荷主による違反原因行為の有無、安全対策への関
心度（安全講習の受講意欲、輸送の安全の確保に資する電子ハンドブックの閲覧意欲）

〇データ分析
収集されたデータを基に、居住地域、平均労働時間、年齢層、事業形態（専業・本業・副業）、荷主の各条項をキー
にして、調査項目にかかるクロス分析を実施

〇データ活用
荷主による違反原因行為（「ある」54%）として寄せられた情報については、今後の働きかけ等の実施にあたり、参考情
報として活用予定

調査項目など
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調査結果①

年齢層では、「51～60歳」が31%で最も多く、次いで「41～50歳」が23%、「31～40歳」が17%となっている。

事業形態は、「専業」が64%で最多、次いで「副業」21%、「本業（複数の仕事のうち、運送業の収入が最も多
い）」は15%となっている。

取引先の割合は、「大手通販サイト事業者」が37%と最多であるが、「大手運送事業者」「運送マッチングサービス
事業者」もそれぞれ約3割を占める状況であり、3者で94%となっている。

調査結果概要

専業
498
64%

本業
114
15%

副業
160
21%

事業形態
n=772
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調査結果②

1日の取扱量は、通常期及び閑散期は「100個未満」が多いが、繁忙期になると「200個以上」の割合が急増する。

平均月収は、通常期及び閑散期は39万円以下が8～9割を占めるが、繁忙期では40万円以上の割合が増え、50万円以
上も16%と急増する。

調査結果概要
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調査結果③

運行管理（酒気帯びの確認を含めた点呼の実施等）の実施状況は、「実施している」「ある程度実施している」が
75%を占める一方、「実施していない」も25%認められる。

日常点検および12ヶ月ごとの定期点検の実施状況は、「実施している」が70%となる中、「実施できていない」「実
施していない」も30%程度認められる。

拘束時間、休憩時間等の遵守状況は、「遵守している」「ある程度遵守している」で61%を占めるものの、「基準は
理解しているが、遵守していない」が25%、「基準を知らなかったため、遵守していない」も14%認められる。

調査結果概要
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調査結果④

1週間当たりの労働日数は、「4～5日」が45%、「6日」が37%となり、両方で82%を占めている。

1日当たりの労働時間について、「ちょうどよいと感じる時間」を聞いたところ、「7～8時間」が46%と最多。逆に
「長いと感じる時間」は「9～10時間」が31%、「11～12時間」が32%を占めている状況。

平均労働時間を見ると、「9～10時間」が18%、「11～12時間」が21%、「13～14時間」が14%となり、総じて長
時間労働の実態がうかがえる。

調査結果概要



6

調査結果⑤

安全対策案として、輸送の安全の確保に資する安全講習があれば受講するか、また、事故防止や安全対策に役立つハ
ンドブックがあれば読んでみたいか、について聴取。

安全講習は、「ぜひ受講したい」が13%、「義務であれば受講する」が52%となり、6割を超える方が前向きな反応
を示した一方で、「受講する気はない」も27%認められる。

ハンドブックは、「読んでみたい」が50%、「紙媒体であれば読んでみたい」が15%となり、安全講習と同様に6割
を超える一方で、「必要性を感じない」も35%認められる。

調査結果概要



年齢層別データに基づく分析結果

最も特徴が現われた「年齢層別」データに基づく分析結果を以下に提示。

取引先は、若い層ほど「大手通販サイト事業者」が多く、「運送マッチングサービス事業者」「大手運送事業者」
との取引割合は、全ての年齢層で同程度（2～3割）となっている。

平均労働時間をみると、若い層（25歳以下）は、13時間超の割合が全体の40%を占めており、突出している。

年齢層が上がるほど、長時間労働の割合は減少。

データ分析結果①
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運行管理（酒気帯びの確認を含めた点呼の実施等）の実施状況は、若い層ほど実施率が高く、年齢層が上がるほど低下。

日常点検の実施状況も、「25歳以下」が79%と最も高く、「26～40歳」「65歳以上」が66%と最も低い。

拘束時間、休息期間等の遵守状況は、25歳以下では「遵守していない」が48%と最も多く、運行管理や日常点検と比
べると数値が悪化。

データ分析結果②
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年齢層別データに基づく分析結果
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年齢層別データに基づく分析結果

年齢層別の安全講習受講意欲は、いずれの世代でも「ぜひ受講したい」「義務であれば受講する」の割合が52%
～70%は認められ、一定の関心がうかがえるが、とりわけ25歳以下では「受講する気はない」が43%を占め、他
の年齢層と比べて多い。

輸送の安全の確保に資するハンドブックの閲覧意欲は、いずれの世代でも「読んでみたい」「紙媒体であれば読ん
でみたい」が57%～75%は認められる。なお、「必要性を感じない」割合は、25歳以下が43%と最も多く、26
～40歳以下でも40%となっている。

データ分析結果③
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荷主による違反原因行為の状況

荷主による違反原因行為の有無は、「ある」の回答が54%認められた。

その内容は、「相当量の荷物を依頼され、法で定める拘束時間を超えて配達しないと間に合わなかった」が40%と最多であり、

次いで「適正な運行では間に合わない到着時間を指定された」が27%となっている。

今回の調査で寄せられた情報については、国土交通省ホームページの意見募集窓口や地方局からの情報提供などと合わせて、今

後の国による「働きかけ」等の実施の検討に当たり、参考情報として活用する。
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荷主による違反原因行為の状況

事業者から寄せられた意見のいくつかを下記に紹介する。

（通販サイト事業者に対して）

個人宅配６～８時間労働で、配る個数が尋常なほどの個数を依頼される。１００～２００個前後（１日休憩な

し）。渋滞状況や運ぶ環境等（タワーマンション、百貨店）が考慮されていない。当日配る依頼数が達成できな

かったら、仕事が来なくなる。

明らかに積載重量をオーバーしている時がある。車の通りが多い道路でも、道路を跨いでの配送指示を行ってお

り、危険なので改善を依頼しているが、全く改善されない。

（運送事業者（元請）に対して）

１２時～１４時の配達があり、昼食を食べる時間もない。さらに２０時以降の配達もあり、終わるのが２１時過

ぎになる。実働時間は１５時間を超える。

日曜明けは数名の社員では不可能な仕分け作業を契約外にもかかわらず個人事業主にさせている。個人事業主は

仕分けをしないと荷を積めず、配達できないため、やむを得ず対応。平日はまだましだが、やはり仕分けを手伝

わないと全く間に合わない。

（運送マッチングサービス事業者に対して）

とにかく時間厳守であり、遅れてしまうと評価点が下がってしまい、評価点が下がると仕事が減ってしまうため、

道路交通法に抵触してしまうような危険があると思う。駐車違反に関して、駐車禁止場所に駐停車しなくてはな

らない状況や、駐車違反をしないために時間貸し駐車場を利用した際の駐車場代金が荷主や委託会社からもらえ

ない。
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働きかけ 要 請

※令和５年４月３０日現在

勧告・公表

荷主対策の深度化（参考）

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

貨物自動車運送事業法改正法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけ等

国交省HPの意見募集窓口、地方運輸局からの連絡、適正化事業実施機関との連携等により、国
交省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応。

荷主起因の違反原因行為の割合

対応内容 荷主数

要 請 ３

働きかけ ８０

「働きかけ」等を実施した荷主数

※ 荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知

43.4%

12.5%

12.5%

11.8%

9.6%

8.1%

2.2%
長時間の荷待ち

依頼になかった附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

過積載運行の要求

無理な配送依頼

拘束時間超過

異常気象時の運行指示
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

貨物軽自動車運送事業の
今後の安全対策の検討の方向性について

令和5年5月16日

国土交通省 自動車局

資料４



貨物軽自動車運送事業者における輸送の安全を確保するため、

（１）現行ルールの確実な実施のための措置や

（２）新たに講ずべき措置の必要性

について検討する。

検討にあたっては、以下の事業用軽貨物自動車の事故の特徴や個人事業主を対象にした輸送実態調査

結果（事業の実態や安全対策への意識等）について留意する。

＜事故の特徴＞

・軽貨物は軽貨物以外と比較して、「人との事故」の件数の割合が大きい。

・軽貨物は「追突」、「出会い頭衝突」の事故件数が多い。

・軽貨物は法令違反のうち「安全不確認」による事故の件数が一番多い。

・軽貨物の事故は他の車種と比べて２０歳代の割合が大きい。

＜実態調査＞
・運行管理（酒気帯びの確認を含めた点呼の実施等）を「実施していない」者は全年齢層で２５％。
また、年齢層が高い方が実施率が低い傾向。
・拘束時間・休憩期間等を「遵守していない」者は全年齢層で３９％。また、年齢層が低い方が遵
守率が低い傾向。
・上記のように、法令を遵守していない者が一定数存在。また、年齢層が低い方が、運行管理を実
施していると回答する者が多い一方、拘束時間・休憩期間等の遵守率は低い。加えて、２０歳代の
事故の割合が他の年代に比べて大きいことも踏まえると、貨物軽自動車運送事業を行うにあたり必
要な運行管理等の知識について、特に２０歳代にて十分に習得できていない可能性。

貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策の検討の方向性
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貨物自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法を示した

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督

の実施マニュアル（トラック事業者編）」について、軽貨物事業者向けのマニュアル

を令和５年度に作成する。

軽貨物事業者に対し、運行管理者講習の受講や運転者の適性診断の受診を推奨す
るとともに、軽貨物事業者向けの運行管理セミナーを開催する。

軽貨物事業者向けマニュアルの作成

・軽貨物自動車を運転する心構え

・軽貨物自動車の運行の安全を確保するため

に遵守すべき事項

・軽貨物自動車の構造上の特性

・貨物の正しい積載方法

・過積載の危険性

・適切な運行の経路の選択と経路情報の把握

・緊急時における対応方法

・健康管理の重要性 等軽貨物事業者編

（１） 現行ルールの確実な実施のための措置の具体例（案）
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貨物軽自動車運送事業 （参考）一般貨物自動車運送事業

事業の開始 届出制 許可制

運
行
管
理

運行管理者の選任 義務なし 義務あり

事故の報告 義務なし 義務あり

運行記録計による記録 義務なし 義務あり

乗務等の記録 義務なし 義務あり

適性診断の受診、初任運転者
等に対する特別な指導

義務なし 義務あり

点呼 義務あり

従業員に対する指導及び監督 義務あり

運転者が遵守すべき事項 酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり

運転者の勤務時間等の遵守 義務あり

異常気象時等における措置 義務あり

点検整備 義務あり

監査 監査対象

事業用軽自動車の事故の特徴や一般貨物自動車運送事業の制度を踏まえつつ、
貨物軽自動車運送事業者の安全確保のために必要な制度について検討する。

貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の制度の主な比較

（２） 新たに講ずべき措置の必要性についての検討①
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貨物軽自動車運送事業は、軽自動車1台から、必要事項を国に届け出ることで事業を開始できる制
度であり、ラストワンマイル配送の担い手として、今や国民生活になくてはならない制度。

こうした事業の特性を損なわずに、特に事故惹起の可能性が高いとされる若年層の安全確保への

意識を向上させ、事故防止に着実につながる制度を構築・運用することが必要かつ効果的。

空いている時間を有効に活用
し、いつでも・どこでも安全
に係る知識の習得が可能

貨物軽自動車運送事業者の輸
送の安全確保対策にかかるス
ムーズなチェックが可能

優良なドライバーを確保でき、
事故防止とともに、健全な事
業運営が可能「安全の好循環」を実現！

・大手通販サイト事業者
・運送事業者
・マッチングサービス事業者

・個人事業主
（ドライバー）

・国土交通省

【運用スキーム】
国が定期的に内容更新（管理も実施）
電子受講修了書により、
・国は事業届出時の安全対策をチェック
・事業者はドライバーの安全に対する知識
の習熟度を把握

「e-ラーニング」システムの概要
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「働きかけ制度」等の周知強化対策

【令和４年度】
ポスター（左記）を作成し、関係先へ配
布・掲示を依頼

（配布先）
・地方運輸局・運輸支局の窓口
・大手元請運送事業者（一部）の事業所
・軽自動車検査協会の全国の事務所

【令和５年度】
「働きかけ」制度の概要に加え、輸送の
安全の確保に必要な点呼や日常点検、個
人事業主にも改善基準告示の内容が適用
されることなどをわかりやすくまとめた
パンフレット・チラシを作成し、関係先
へ配布予定

国交省のSNS（ツイッター）に「働きか
け」制度の内容などを定期的に投稿

資料５



特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
（フリーランス・事業者間取引適正化等法）

説明資料

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局

資料６



特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス・事業者間取引適正化等法）の概要

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日施行期日

１．対象となる当事者・取引の定義
（１）「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。[第２条第１項]
（２）「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。[第２条第２項]
（３）「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。[第２条第３項]
（４）「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。 [第２条第６項]

※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。

概 要

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適
正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、
特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。

趣 旨

1

２．特定受託事業者に係る取引の適正化
（１）特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の

内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものと
する。[第３条]
※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行う

ときについても同様とする。
（２）特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設

定し、支払わなければならないものとする。（再委託の場合には、発注元から支
払いを受ける期日から30日以内）[第４条]

（３）特定受託事業者との業務委託（政令で定める期間以上のもの）に関し、
①～⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者
の利益を不当に害してはならないものとする。 [第５条]
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直さ

せること

３．特定受託業務従事者の就業環境の整備
（１）広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正

確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。[第12条]
（２）特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託（政令で定める期間

以上のもの。以下「継続的業務委託」）に係る業務を行えるよう、申出に応じ
て必要な配慮をしなければならないものとする。[第13条]

（３）特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な
体制整備等の措置を講じなければならないものとする。[第14条]

（４）継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等
の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
[第16条]

４．違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事

業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公
表、命令をすることができるものとする。[第８条、第９条、第11条、第18～第20
条、第22条]
※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰

規定あり。[第24条、第25条]

５．国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。

[第21条]



＜民法等の考え方＞

事業者間の取引については、民法の私的自治・
契約自由の原則のもと行われるのが前提
このため、トラブルについても、民事裁判での
解決が原則

＜取引適正化法の考え方＞

しかしながら、交渉力などに格差があり、そのために
問題が生じている場合については、法律に基づく別の
規律の設定や、それに基づく行政の介入が必要となる。
このため、下請法・本法ともに、優劣関係が擬制でき
る範囲で発注者に規律を課し、行政が介入
下請法は、①資本金の規模の差、②委託取引の内容
（４類型（※））の２つの要素により優劣関係を擬制
本法案は「組織対個人」の交渉力などの格差に着目し
て、組織対個人の取引に規律を行うもの。

対等な
立場 交渉力など

格差あり

私人間の契約における規制の考え方

事業者間取引における本法と下請法の適用範囲

下請法の対象 本法の対象

資本金1000万超
↓

資本金1000万以下・個人事業者

特定業務委託事業者
（従業員あり、組織）

↓
特定受託事業者

（従業員なし、個人）

※下請法では、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委

託」「役務提供委託」の４類型を対象としている。

二つの法律の対象外

規模・地位等が同等な事業者の取

引（小規模な事業者同士の取引、

大規模な事業者同士の取引など）

消費者との取引 など

2



本法における違反行為への対応等

（参考）フリーランス・トラブル110番

特定業務委託事業者

( 組織 )

特定受託事業者

( 個人 )

違反
特定業務委託事業者に以下の規律が課される。

減額、買い叩き、受領拒否等の禁止
書面の交付義務
中途解除等の予告義務 など

特定受託事業者はフリーランス・トラブル
110番を通じて弁護士による相談対応や、
和解あっせんが受けられる。

業務委託

※ なお、本法の義務が及ばない分野（消費

者からの発注など）についても、フリーラ

ンス・トラブル110番を通じた同様の支援が

受けられる（相談対応・和解あっせん）。

厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会の委託事業であり、第二東京弁護士会が運営。
弁護士による電話・メール相談の対応、個別相談対応（対面・オンライン）
和解あっせん人（弁護士）が相談者と相手方の話を聞いて和解あっせんを実施
「フリーランスが安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の周知

違反行為を受けた特定受託事業者は、フ

リーランス・トラブル110番を経由するな

どして、公取委・中企庁・厚労省に新た

に設置する窓口に申告できる。

行政機関はその内容に応じて以下の対応

をとる。

調査・報告徴収

指導・助言

勧告

勧告に従わない場合の命令

3



例：個人事業者（従業員なし）
一人社長（法人）

発注者側受注者側

業務委託事業者
（従業員又は役員の有無は問わない）

特定業務委託事業者
（従業員又は役員がいる）

書面交付（契約内容の明示）※

本法の規制対象者・規制内容の概要

書面交付（契約内容の明示）※
期日における報酬の支払い
募集情報の的確な表示
ハラスメント行為に関する体制整備

上記に加えて、
禁止行為（受領拒否、返品、

不当なやり直し等）
育児・介護等との両立への配慮
中途解除等の予告

例：大企業・中小企業
個人事業者（従業員あり）

特定受託事業者
（いわゆるフリーランス）

特定業務委託事業者
かつ

継続的に発注する場合

事業者間の取引（業務委託）

個人事業者（従業員なし）
一人社長（法人）

従業員がいない者（個人）と対比して組織である特定業務委託事業者（従業員あり）の間には、交渉力・情報力
の格差があることから、期日における報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の義務を課す。
加えて、継続的に発注する場合は、発注者への依存が高まりやすいことから、受領拒否等の禁止行為、育児介護
等の配慮、中途解除等の予告に関する規制を設ける。
組織対個人の関係になくとも、契約内容の明示は当事者の認識の相違を減らしてトラブルの未然防止に資し、発
注者と受注者双方に利益があることから、個人に業務委託をする者は、従業員の有無を問わず、業務委託事業者
として書面交付に関する規制を設ける。

発注者に対する義務■・禁止事項□

※ 書面交付において明示する事項として、受託・委託者の名称、業務委託をした日、給付の内容・給付の提供場所、給付の期日、報酬
の額・支払期日などを、法律及び公正取引委員会規則で定めることを想定している。 4



本法は、事業者間の取引の適正化を図るものであり、適正化の対象とする取引を定めるにあたり、取引当事
者を定義している（「特定受託事業者」「特定業務委託事業者」等）。
本法の規律は、あくまで個々の取引の単位で適用の可否が判断されるため、一人の人による仕事の場合で
あっても、取引相手（事業者か消費者か）と取引内容（業務委託か否か）を踏まえて本法の対象になるかど
うかが判断される。
下の図の赤い矢印の取引が本法案の対象となる。

本法の対象となる取引

個人カメラマン
企業

（従業員を使用）

消費者

消費者が家族写真

の撮影を委託

企業が宣材写真

の撮影を委託

カメラマンが自作した

写真集をネット等で販売

企業
（出版社等）

カメラマンと労働契約を

結び、雇用

⇒労働法の対象

（図）一人のカメラマンが様々な仕事を行う場合

消費者・企業
（不特定多数）
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「特定受託事業者」とは、「業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの」であり、「従業員を使用しない」かどうか

の判断に当たっては、組織としての実態を備えているというためには、ある程度の継続的な雇用関係が前提となることに鑑み、

「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まないこととしている。

具体的には、「週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を「従業員」とすることを想定している。

上記の基準や具体例については、今後、ガイドライン等で示していく予定。

本法における「従業員」の範囲について

個人

雇用

・週15時間労働
・２ヶ月の雇用見込み

個人

雇用

・週30時間労働
・２週間の雇用見込み

個人

雇用

・週15時間労働
・２週間の雇用見込み

「従業員」に該当しない

「特定受託事業者」

個人

雇用

・週30時間労働
・２ヶ月の雇用見込み

「特定受託事業者」

に該当しない

「従業員」に該当する

特定業務委託事業者

本法は適用されない本法が適用される

業務委託の相手方
であって従業員を
使用しないもの

特定受託事業者

週労働20時間以上
かつ

31日以上の
雇用見込み

従業員
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